
１　支給日　　令和７年１２月１０日（水）

　　　　　　  特別職　１．７２５月　（昨年同期　１．７５月）

３　支給内訳

職員数
（人）

22,758

知　事 1

副知事 2

小　計 3

議　長 1

副議長 1

41

1

4

小　計 48

22,809 -

【一般職】
　※　令和６年１２月の支給額は、令和７年３月の給料表の引上げ改定並びに期末・勤勉手当の支給月数
　　の引上げに伴う追給分を含んでいます。
　※　令和７年の人事委員会勧告に基づく給料表の引上げ及び令和７年１２月期末・勤勉手当の
　　０．０５月分引上げについては、改正条例が成立すれば別途支給する予定です（１人あたり
　　約４万７千円）。

【特別職（知事・副知事）】
　※　令和６年１２月の支給額は、令和７年３月に期末手当の支給月数を引き上げたことに伴う追給分
　　を含んでいます。
　※　令和７年１２月期末手当の０．０５月分引上げについては、改正条例が成立すれば別途支給する予
　　定です（知事　９４，２５０円、副知事１人あたり ７４，３１２円）。

【県議会議員】
　※　令和６年１２月の支給額は、令和７年３月に期末手当の支給月数を引き上げたことに伴う追給分
　　を含んでいます。
　※　令和７年１２月期末手当の０．０５月分引上げについては、改正条例が成立すれば別途支給する予
　　定です（議長　７５，１１０円、副議長　６６，２６５円、議員１人あたり　６１，１１８円）。
　※　議員４８名のうち、１１月に逝去した１名は在職期間率を８０／１００として期末手当を支給し
　　ます。また、令和７年９月７日執行の三重県議会議員補欠選挙にて当選した４名は在職期間率を
　　３０/１００として期末手当を支給します。

県議会議員

2,591,295

95,545,217 - -

2,591,295

計 20,613,983,626 -

2,563,7815,127,562

　三重県職員（教員、警察官等を含む。）に支給する令和７年１２月期末・勤勉手当（冬のボーナ
ス）については、下記のとおりです。

令和7年12月9日

総務部　人事課

給与制度班　白畑・中川

(059-224-2106)

令和７年１２月期末・勤勉手当の支給について

２　支給月数　一般職　２．３月　（昨年同期　２．３５月）

職

令和７年１２月 令和６年１２月

支給額（円）
１人あたり

支給額（円）
１人あたり

支給額（円）

記

1,686,843 1,686,843

一般職（管理職を含む）
（平均年齢４３．２歳）

20,510,059,222 901,224 923,992

特　別　職

3,251,625

議　員

2,530,264 632,566

2,106,125

86,450,673 2,108,553

2,588,250

2,286,142 2,286,142 2,283,750

3,251,625 3,248,000

8,379,187 - -

2,562,875



４　支給内容

　

（参考）令和３年度以降の各期別支給月数（一般職）

期末 勤勉 計 期末 勤勉 計 期末 勤勉 計

R3 1.275 0.95 2.225 1.125 0.95 2.075 2.4 1.9 4.3

R4 1.2 0.95 2.15 1.2 1.05 2.25 2.4 2.0 4.4

R5 1.2 1.0 2.2 1.25 1.05 2.3 2.45 2.05 4.5

R6 1.225 1.025 2.25 1.275 1.075 2.35 2.5 2.1 4.6

R7 1.25 1.05 2.3 1.25 1.05 2.3 2.5 2.1 4.6

年度
６月 １２月 合計

（３）県議会議員
　○　令和７年４月１日から計算の基礎となる議員報酬月額に改定がありました。
　　　　議　長　１，０３６，０００円（改定前：１，０２０，０００円）
　　　　副議長　　　９１４，０００円（改定前：　　９００，０００円）
　　　　議　員　　　８４３，０００円（改定前：　　８３０，０００円）

　○　令和６年１２月の支給月数と比べて、０．０２５月分の減となっています。

　○　これは、令和６年１２月の期末手当を０．０５月引き上げた分について、令和７年度は
　　６月と１２月に０．０２５月分ずつ均等に配分したことによるものです。

　期末手当の支給月数（県議会議員）
６月 １２月 合計

令和７年　期末手当 1.725月 1.725月 3.45月
令和６年　期末手当 1.7月 1.75月 3.45月

2.3月 4.6月

令和７年　期末手当

　期末手当の支給月数（知事及び副知事）
６月 １２月 合計

2.5月

令和７年　期末手当 1.725月 1.725月 3.45月
令和６年　期末手当 1.7月 1.75月 3.45月

合計 2.25月 2.35月 4.6月

（２）知事及び副知事
　○　令和７年４月１日から計算の基礎となる給料月額に改定がありました。
　　　　知　事　１，３００，０００円（改定前：１，２８０，０００円）
　　　　副知事　１，０２５，０００円（改定前：１，０１０，０００円）
　
　○　令和６年１２月の支給月数と比べて、０．０２５月分の減となっています。

　○　これは、令和６年１２月の期末手当を０．０５月引き上げた分について、令和７年度は
　　６月と１２月に０．０２５月分ずつ均等に配分したことによるものです。

　　　　　勤勉手当 1.05月 1.05月 2.1月
合計 2.3月

1.25月 1.25月

　　　　　勤勉手当 1.025月 1.075月 2.1月
令和６年　期末手当 1.225月 1.275月 2.5月

（１）一般職
　○　職員１人あたりの平均支給額は、９０１，２２４円（平均年齢４３．２歳）です。
　　　（昨年：９２３，９９２円（平均年齢４３．２歳））

　○　令和６年１２月の平均支給額と比べて、２２，７６８円（２．５％）の減となっています。

　○　これは、令和６年の人事委員会勧告に基づく給与改定により引き上げた令和６年１２月の
　　期末・勤勉手当０．１月分について、令和７年度は６月と１２月に０．０５月分ずつ均等に
　　配分したことに伴い、令和６年１２月と比べ令和７年１２月の支給月数が０．０５月減少し
　　たことなどによるものです。

　期末・勤勉手当の支給月数（一般職）
６月 １２月 合計


